
 

狭山市公共施設ＬＥＤ照明設備賃貸借事業 

要求水準書 

 

１．趣旨 

 この要求水準書は「狭山市公共施設ＬＥＤ照明設備賃貸借事業公募型プロポーザル実施要

領に基づく要求水準書であり、本プロポーザルの応募者の企画提案書の作成及び本契約を締結

した事業者（以下、「事業者」という。）が事業を遂行するため、必要な事項を定めるものであ

る。なお、本契約にあたっては、本書及び事業者が提出した企画提案書に基づき、狭山市（以

下、「本市」という。）と事業者が協議し契約仕様書を定めるものとする。 

 

２．契約期間 

施工期間：契約締結の日から最大で令和１１年３月３１日まで 

賃貸借（リース）期間：１０年間 

※遅くとも令和１１年４月１日までにすべての施設のリースを開始するものとする。 

 

３．事業概要 

（１）事業名 

  狭山市公共施設ＬＥＤ照明設備賃貸借事業 

（２）事業内容 

事業者は本市とＬＥＤ照明器具に係る賃貸借（リース）契約を締結し、リース事業（ＬＥ

Ｄ照明器具への一括交換工事を含む）、及び契約期間中の維持管理業務を行うものとする。 

（３）対象施設 

  別表１「対象公共施設一覧表」のとおりとする。 

（４）対象設備 

対象施設に設置された以下の照明器具 

・屋内に設置されたベースライト、ダウンライト、スポットライト、ブラケット、高天井

照明、誘導灯・非常灯、投光器等（展示用照明を含む。）。 

・建物外壁や軒下等に付帯して設置された屋外照明器具 

※舞台専用の照明設備（調光卓に連動する舞台用スポットライト、ボーダーライト等）は

含まない。 

※すでにＬＥＤ化済みの照明器具についても見積対象とする。なお、協定締結後の協議に

より、更新対象設備を定める。 

※誘導灯・非常灯等に内蔵される交換電池については、本事業の対象外とする。 

※更新にあたっては、器具交換によるものとし、既存器具を流用したランプ交換でのＬＥ

Ｄ化は認めない。 

 

４．ＬＥＤ照明器具仕様 

（１）一般事項 

① 使用するＬＥＤ照明器具は公共事業における販売の実績が 15 年以上ある国内企業の製



 

品であり、かつ、国内施設で製造されたＬＥＤ照明器具であること。ただし、意匠や機

能等の観点から該当する器具がない場合において、本市が認める場合はその限りでない。 

② 施設に対する器具の供給の安定性を確保するため、公共建築協会の定める電気設備機材

等評価名簿（ＬＥＤ照明器具「一般屋内用に限る」）において評価対象となる製造所を有

すること。 

③ 品質マネジメントシステムＩＳＯ9001、環境マネジメントシステムＩＳＯ14001 を取得

した工場にて製造された製品であること。 

④ ショップオリジナル製品、中古品、事故品、展示品、新古品、レンタル品等の使用につ

いては認めない。 

⑤ 企画提案書時点で製品化されており、かつ、製造・販売が継続中であること。 

⑥ 導入するＬＥＤ照明器具は、原則として同一メーカーで製造・品質保証された製品とす

ること。ただし、意匠や機能等の観点から同一メーカーで器具が調達できない場合にお

いて、本市が認める場合はその限りでない。 

⑦ ＬＥＤチップまたはＬＥＤパッケージが他者の知的財産権を侵害していないこと。 

⑧ 製造者が確認できる出荷証明書の写しを提出すること。 

⑨ 点灯パターン（照明制御）の変更に対応可能であること。 

⑩ アスベストの発生が予見される場合にはその対策と対策費用として見込むこと。 

⑪ 原則として照明器具は、ＬＥＤ化済みの照明器具も含めて全て本事業の更新対象とする。

なお、取り外した照明器具等で再利用が可能なものは本市へ引き渡しを求めることがあ

る。 

⑫ 撤去した器具、蛍光管及び電球等は、前号により本市に引き渡す器具を除き、事業者の

責により諸法令に従い適正に処分すること。 

⑬ 納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、本市の職員をして立会い、指示

その他の方法により、事業者の履行状況を監督させることができる。 

⑭ 施工にあたっては事業者が各施設の管理者と協議のうえ工程表を作成し本市へ提出する

こと。なお、施設によっては行事や事業等により施工できない期間がある。 

（２）適用基準及び規格 

① 電気用品安全法 

② 電気設備に関する技術基準を定める省令 

③ ＪＩＳ Ｃ 8105-1 照明器具-第１部：安全性要求事項通則 

④ ＪＩＳ Ｃ 8105-3 照明器具-第３部：性能要求事項通則 

⑤ ＪＩＳ Ｃ 8153 ＬＥＤモジュール用制御装置－性能要求事項 

⑥ ＪＩＳ Ｃ 8155 一般照明用ＬＥＤモジュール－性能要求事項 

⑦ ＪＩＬ 5006 白色ＬＥＤ照明器具性能要求事項 

（３）製品仕様 

① 定格電力：100～242Ⅴ 

② 設計寿命：40,000時間以上（光束維持率 85％） 

③ 演色性：Ｒａ83以上（※一般型） 

④ 器具タイプや出力、プルＳＷ付等は既設器具を考慮し、同等以上とすること。 

⑤ 天井改修を伴う器具の再配置は行わない。器具寸法は既設サイズを考慮すること。 



 

⑥ 埋込型スクエア型器具はＬＥＤユニット※が交換可能なタイプとする 

※ＬＥＤユニットは光束、色温度、調光、グレア対策の選択肢として保有するもの 

⑦ 電源ユニットは光源部に内蔵とする。 

⑧ 高天井用器具はＬＥＤ内蔵･電源ユニット内蔵とすること。 

⑨ 高天井用器具は落下防止構造を有すること。 

⑩ 高天井用器具は必要に応じて下面ガード、側面ガード、拡散パネルが後付け、取り外し 

可能な構造とする。 

⑪ 下面カバー（パネル）は割れにくい構造・材質とすること。 

 

５．CO2削減効果及び電気料金削減効果の試算手法 

本事業の環境負荷低減効果及び経済的効果の算出については、次に掲げる算出根拠及び諸

条件に基づき、全対象施設を包括して実施するものとする。 

（１）消費電力削減量の算出根拠 

① 事業者は、各施設の設置状況を精査したうえで、既存照明器具と本事業において選定し

たＬＥＤ照明器具との消費電力（W）の差分を算出の根拠とする。 

② 各施設の年間点灯時間の算定にあたっては、一般社団法人日本照明工業会「照明器具の

エネルギー消費効率等に関する算出ガイド（A139：2024）」の使用場所「体育館・会議室」

に定められた「1,500時間/年（1日あたりの点灯時間 5時間）」を共通の算定条件として、

一律に適用するものとする。 

③ ①により算出した消費電力（W）の差分に、②に定める年間点灯時間を乗じて得た数値を

年間消費電力削減量（kWh）とする。 

（２）CO2削減量の算出根拠 

（１）により算出された年間消費電力削減量に対し、東京電力エナジーパートナー株式会社

が公表する排出係数「0.000421 t-CO2/kWh」を乗じて得た数値を CO2削減量（t-CO2）とする。 

（３）電気料金削減効果の算出根拠 

① 電気料金の削減効果を算出するにあたっては、基本料金等の変動要素を除外した一律の

比較基準として、公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会が定める電力料金目安

単価「31 円/kWh」を適用して計算するものとする。 

  ② （１）により算出された年間の消費電力削減量に対し、上記①の電力料金目安単価を乗

じて得た数値を年間電気料金削減額（円/年）とする。 

 

６．維持管理 

（１）一般事項 

① 照明器具の設置後から契約期間終了までの間、ＬＥＤ照明器具等が正常な状態で使用で

きるよう維持管理すること。照明が点灯しないなどの故障による不具合が生じた場合は、

本市から事業者に連絡し、不具合が生じた箇所の交換や補修等を行うこと。 

② 費用負担について 

ア 事業者が費用負担する場合 

  ・本設備の製品として不具合による故障 

  ・本設備の取付け、施工不具合による故障 



 

  ・火災、盗難、落雷、いたずら等、動産総合保険の適用範囲の事象による損害 

イ 本市が費用負担する場合 

  ・対象施設での清掃・設備保守等で本市又は本市の依頼による作業者の責による損

害 

  ・故意又は過失、暴動、地震、噴火、津波等、動産総合保険の適用範囲外による損害 

・消耗品（誘導灯及び非常灯の蓄電池など）の交換 

    ウ 上記（ア）及び（イ）以外に起因する損害については本市と事業者の協議によりそ

の費用負担を決定する。 

 

７．ＬＥＤ照明リース仕様 

（１）リース契約期間中、照明器具が正常な状態で使用できるよう管理すること。 

（２）点検・補修等について、適切かつ迅速な対応が可能な体制を整えること。 

（３）点検・補修の際には、市内に本社又は事業所等を置く企業を活用すること。 

（４）ＬＥＤ照明器具の不具合を発見、又は連絡を受けたときには、原則として 3 営業日以内に

状況を確認すること。また、確認の結果、交換や補修等の工事が必要となった場合は、速

やかに実施すること。 

（５）ＬＥＤ照明器具の不具合が、故意又は過失による損害、暴動による損害、地震・噴火によ

る被害など、不可抗力によるもの以外の場合は、事業者の責任において交換や補修等を行

うものとする。詳細については、事業者が加入している動産総合保険等の適用範囲に基づ

き、本市と協議のうえ対応する。 

（６）リース開始後、10年を経過した際には本設備の所有権は事業者から本市に無償移転するこ

ととし、固定資産税（償却資産）の納付義務はないものとする。 

 

８．物件の引渡し 

（１）事業者は、物件を指定された場所に納入し、設置を行ったときは、直ちに完了届をもって

その旨を本市に通知しなければならない。 

（２）事業者は完了届に自主検査の結果を添えて報告しなければならない。自主検査項目は、器

具ごとの点灯確認、外観確認（天井等の補修を行った場合は、当該箇所の確認を含む）、賃

貸借物件であることの表示等を含むものとし、必要な性能が確保されていることを確認す

るものとする。 

（３）事業者は、物件を賃貸借期間の開始日から本市の使用に供しなければならない。  

（４）本市は、後条に記載の検査において物件に、あらかじめ本市及び事業者間で確認した仕様

（物件が社会通念上有するべき性能を有していることも含む。）との不整合（以下、「契約

不適合」という。）があった場合、直ちに書面にて事業者に通知し、事業者は解決を図るも

のとする。 

（５）本市が事業者に対し検査に合格した旨を通知した場合、物件は、正常な性能を備えた状態

で契約不適合がない状態で引渡しが完了したものとする。なお、引渡し完了後の物件に、

引渡し時の本市による適切な検査では発見されなかった契約不適合が発見された場合は、

引渡しの日から１年間、事業者はその交換及び補修等にあたるものとする。  



 

９．提出書類 

事業者は、以下の書類を作成し、本市に提出すること。  

項目 内容 形式 数量 

完成図書 
・照明設備一覧 

・図面（プロット図：新設機器の置き換え図） 

紙媒体（Ａ４

縦長ファイル

綴じ） 

各施設 

１部 

上記の 

電子媒体 

・上記の電子データが保存されたもの 

（ＰＤＦ、ＥＸＣＥＬ等の形式またはその他電子媒体） 
ＣＤ－Ｒ等 ２部 

 

１０．検査 

（１）本市は、事業者から完了届の提出を受理した日から速やかに事業者へ検査の結果を通知す

るものとし、当該期間内に何らの通知をもしなかった場合には、当該期間満了日をもって、

物件が契約不適合のない状態で引渡しが完了したものとする。 

（２）事業者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければ

ならない。 

（３）事業者は、検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることが

できない。 

（４）本市は、必要があるときは、第１項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品

質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前 2 項の規定を

準用する。 

 

１１．使用開始日の延期等 

（１）事業者は、使用開始日までに物件を納入することができないときは、速やかにその理由、

遅延日数等を届け出なければならない。 

（２）昨今の状況を踏まえ、事業者の責めに帰すことができない事由による資機材等の価格高騰

や納期の大幅な遅延といった供給状況の変化が生じた場合については、本市と協議のうえ、

都度対応を決定する。この場合において、本市は、その理由が事業者の責めに帰すること

ができないものであるときは、相当と認める日数の延期を認めることができる。 

 

１２．留意点 

（１）打合せ協議については、原則、本市が指定する場所で行うものとする。 

（２）本書に記載のない事項及び本事業について疑義が生じた場合は、その都度速やかに本市と

協議を行い、その指示に従うこと。 

 

１３．環境への配慮 

本市の環境マネジメント活動について理解、協力し、温室効果ガスの排出抑制、 

資源の有効活用及び廃棄物の削減など、環境負荷の低減に配慮した活動を行うものとする。 

 


